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区　分

贈　答

項　目

贈答品

件　数

１

金　額

4,040円

５
月
は

　
　
納
税
強
調
月
間
で
す

●
休
日
窓
口
を
開
設
し
ま
す

日
時　
５
月
28
日
㈯
、
29
日
㈰

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

場
所　
税
務
課
㉔
㉕
番
窓
口

※

毎
週
金
曜
日
は
午
後
５
時
15
分
〜

７
時
に
延
長
窓
口
を
開
設
し
て
い

ま
す
。

●
納
税
は
便
利
な
コ
ン
ビ
ニ
、
市

民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ま
た
は

口
座
振
替
で

　

コ
ン
ビ
ニ
で
24
時
間
い
つ
で
も
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
イ
オ

ン
能
代
店
３
階
）
は
年
末
年
始
を

除
く
毎
日
午
前
10
時
30
分
〜
午
後

７
時
に
納
税
で
き
ま
す
。
納
付
書

を
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
口
座

振
替
は
納
め
忘
れ
や
納
期
限
ご
と

の
納
税
す
る
手
間
が
な
い
た
め
お

勧
め
で
す
。

　

納
税
で
お
困
り
の
方
は
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　

税
務
課　
　
　
☎
89・２
１
２
８

　

地
域
局
総
務
企
画
課

☎
73・２
１
１
２

固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
を

　
　
　
　
お
送
り
し
ま
す

　

納
税
通
知
書
を
５
月
上
旬
に
お

送
り
し
ま
す
。
課
税
資
産
明
細
書

を
同
封
し
て
い
ま
す
の
で
、
内
容

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

経
済
的
理
由
や
公
益
使
用
な
ど

の
特
別
な
事
情
に
よ
り
、
減
免
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

納
期
限
の
７
日
前
ま
で
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　

税
務
課　
　
　
☎
89・２
１
２
７

　

地
域
局
総
務
企
画
課

☎
73・２
１
１
２

軽
自
動
車
税
種
別
割
の

　
減
免
を
受
け
ら
れ
ま
す

　

納
税
通
知
書
を
５
月
上
旬
に
お

送
り
し
ま
す
。
減
免
の
申
請
は
、

納
税
通
知
書
が
お
手
元
に
届
い
て

か
ら
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象

・
心
身
に
障
が
い
の
あ
る
方
が
所

有
す
る
車
両
で
、
本
人
が
運
転

す
る
場
合
や
そ
の
方
の
通
院
な

ど
に
生
計
同
一
の
方
が
運
転
す

る
場
合

・
心
身
に
障
が
い
の
あ
る
方
だ
け

の
世
帯
の
世
帯
員
が
所
有
す
る

車
両
で
、
常
時
介
護
す
る
方
が

運
転
す
る
場
合

・
心
身
に
障
が
い
の
あ
る
方
の
た

め
に
改
造
さ
れ
た
車
両

※

減
免
と
な
る
障
が
い
の
範
囲
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

障
が
い
者
１
人
に
対
し
１
台
で
す
。

自
動
車
税
種
別
割
の
減
免
に
つ
い

て
は
総
合
県
税
事
務
所
山
本
支
所

（
☎
52
・
６
２
０
１
）
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類　
納
税
通
知
書
、
納
付

　

書
、
障
害
者
手
帳
、
運
転
免
許

　

証
、
車
検
証

申
請
期
日　
５
月
24
日
㈫
ま
で

申
請
場
所　
税
務
課
㉗
番
窓
口

　

地
域
局
総
務
企
画
課
⑧
番
窓
口

問
合
せ　　

税
務
課
☎
89・２
１
２
６

住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用

　
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

　

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
金
の
申

請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
秋
田

県
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
推
進
事
業
も

併
せ
て
申
請
で
き
ま
す
。
申
請
は

工
事
の
着
工
前
に
お
願
い
し
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。　
　
　
　
　
　

補
助
対
象
者

本
市
に
住
所
を
有
す
る
方
や
工

事
完
了
後
に
対
象
住
宅
に
転
居

さ
れ
る
方
で
、
世
帯
員
に
市
税

な
ど
の
滞
納
が
な
い
方

対
象
工
事

30
万
円
以
上
の
増
改
築
・
リ
フ

ォ
ー
ム
工
事

施
工
業
者

市
内
に
主
た
る
営
業
所
を
有
し

て
い
る
法
人
（
市
内
建
設
業
者

の
等
級
格
付
け
を
有
す
る
法
人

を
含
む
）
や
本
市
に
住
所
を
有

す
る
個
人

完
了
実
績
報
告
提
出
期
限

　

令
和
５
年
３
月
24
日
㈮

補
助
金
の
額

　

補
助
対
象
工
事
費
の
10
％

　

（
上
限
20
万
円
）

●
次
の
項
目
に
該
当
す
る
場
合
は
、

補
助
対
象
工
事
費
の
10
％
（
上
限

20
万
円
）
を
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
ま

す
。

・
多
世
代
同
居

18
歳
未
満
（
令
和
４
年
４
月
１

日
現
在
）
の
子
を
含
む
３
世
代

以
上
が
同
居
す
る
世
帯

・
多
子
世
帯

18
歳
未
満
（
令
和
４
年
４
月
１

日
現
在
）
の
子
を
３
人
以
上
扶

養
し
、
同
居
し
て
い
る
世
帯

・
中
古
住
宅
な
ど

中
古
住
宅
な
ど
を
取
得
し
、
リ

フ
ォ
ー
ム
な
ど
を
行
う
場
合

問
合
せ　
都
市
整
備
課

☎
89・２
９
４
０

大
館
能
代
空
港
羽
田
線
の

航
空
運
賃
の
一
部
を
キ
ャ

ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
し
ま
す

　

大
館
能
代
空
港
羽
田
線
の
３
往

復
運
航
が
実
現
す
る
こ
と
か
ら
、

利
用
拡
大
を
図
る
た
め
、
利
用
者

の
航
空
運
賃
の
一
部
を
キ
ャ
ッ
シ

ュ
バ
ッ
ク
し
ま
す
。

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
額
は
往
復

１
万
円
、
片
道
５
０
０
０
円
で
す
。

申
請
方
法
な
ど
詳
細
は
、
後
日
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。　
　
　
　
　
　

対
象
期
間
　
４
月
28
日
㈭
〜
７
月

　

31
日
㈰
の
搭
乗
分　

問
合
せ　
県
交
通
政
策
課

☎
０
１
８・８
６
０・１
２
８
２


